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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人日本

ガス機器検査協会（JIA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工

業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS S 2120:2014 は改正され，この規格に置き換えられた。 

なお，平成 32 年 4 月 21 日までの間は，工業標準化法第 19 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マ

ーク表示認証において，JIS S 2120:2014 を適用してもよい。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 S 2120：2019 
 

ガス栓 

Gas valves 

 
1 適用範囲 

この規格は，圧力 15 kPa 以下の都市ガス又は液化石油ガス（以下，ガスという。）の，主に一般家庭用

の低圧配管に使用するガス栓について規定する。 

注記 液化石油ガス用ガス栓については，液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

の特定液化石油ガス器具等に指定されている（附属書 A 及び附属書 B 参照）。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）

は適用しない。西暦年の付記のない引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 0202 管用平行ねじ 

JIS B 0203 管用テーパねじ 

JIS B 0205-4 一般用メートルねじ－第 4 部：基準寸法 

JIS B 0403 鋳造品－寸法公差方式及び削り代方式 

JIS B 1002 二面幅の寸法 

JIS B 1021 締結用部品の公差－第 1 部：ボルト，ねじ，植込みボルト及びナット－部品等級 A，B

及び C 

JIS B 1501 転がり軸受－鋼球 

JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 

JIS G 4303 ステンレス鋼棒 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4309 ステンレス鋼線 

JIS G 4313 ばね用ステンレス鋼帯 

JIS G 4314 ばね用ステンレス鋼線 

JIS G 4318 冷間仕上ステンレス鋼棒 

JIS G 4804 硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼材 

JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品 

JIS G 5502 球状黒鉛鋳鉄品 

JIS G 5705:2000 可鍛鋳鉄品 

JIS H 3250 銅及び銅合金の棒 


